
 

第８号議案 

 

北海道本州間連系設備のマージンの変更について(平成２８年１月～３月) 

 

（案） 

 

 本機関と北海道電力は、送配電等業務指針第１７１条に基づき、翌々月（平成２７年 

１２月）の北海道本州間連系設備北海道向のマージンを年間計画から減らすこととした

が、平成２８年１月～３月のマージンについても本機関と北海道電力で検討した結果、 

１２月と同様であると考えられることから、平成２７年４月１日に公表しているマージン

を以下のとおり変更することとしたい。かつ、以下の時期に公表することとしたい。 

 

１．変更内容 

北海道本州間連系設備 
（東北→北海道）マージン 

見直し前 見直し後 

平成 28年 1月 

平日 
昼間 ６００ＭＷ ４８０ＭＷ 

夜間 ６００ＭＷ ４７０ＭＷ 

休日 
昼間 ６００ＭＷ ４８０ＭＷ 

夜間 ６００ＭＷ ４７０ＭＷ 

平成 28年 2月 

平日 
昼間 ６００ＭＷ ４５０ＭＷ 

夜間 ６００ＭＷ ４４０ＭＷ 

休日 
昼間 ６００ＭＷ ４６０ＭＷ 

夜間 ６００ＭＷ ４４０ＭＷ 

平成 28年 3月 

平日 
昼間 ６００ＭＷ ４７０ＭＷ 

夜間 ６００ＭＷ ４７０ＭＷ 

休日 
昼間 ６００ＭＷ ４９０ＭＷ 

夜間 ６００ＭＷ ４９０ＭＷ 
 

（ 参 考 ） 見直し前 見直し後 

平成 27年 12月 

平日 
昼間 ６００ＭＷ ４６０ＭＷ 

夜間 ６００ＭＷ ４８０ＭＷ 

休日 
昼間 ６００ＭＷ ４６０ＭＷ 

夜間 ６００ＭＷ ４８０ＭＷ 

 

２．公表時期（予定） 

   平成２７年１０月２３日（金）１７時（系統情報サービスで公表） 

以 上 


